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十
二
番
十
、
同

番
十
三
、
同
番

十
四
、
同
番
十

六
、
同
番
十
八
、

同
番
十
九
、
幸

町
五
丁
目
百
五

十
五
番
六
、
百

五
十
六
番
十
三
、

九
百
四
十
一
番

十
七
、
同
番
十

八
、
九
百
四
十

二
番
四
、
同
番

十
六
、
同
番
十

七
、
九
百
四
十

三
番
三
、
九
百

四
十
四
番
三
、

同
番
三
地
先
、

九
百
四
十
五
番

二
、
九
百
四
十

七
番
三
、
九
百

四
十
八
番
三
、

九
百
四
十
九
番

二
、
九
百
五
十

三
番
三
、
小
山

四
丁
目
七
百
二

十
番
地
先
、
千

六
十
九
番
一
地

先
、
千
六
十
九

番
二

㈡�　

次
に
掲
げ

る
地
番
の
一

部

　

東
久
留
米
市

幸
町
二
丁
目
七

百
二
十
六
番
二

か
ら
同
番
四
ま

で
、
七
百
二
十

七
番
一
か
ら
同

番
四
ま
で
、
七

百
三
十
一
番
一
、

同
番
二
、
七
百

目

次

指
定
に
係
る
道

路
の
種
類

指
定
年
月
日

指
定
に
係
る
道

路
の
位
置

指
定
に
係
る
道

路
の
延
長
及
び

幅
員
（
単
位
メ

ー
ト
ル
）

法
第
四
十
二
条

第
一
項
第
四
号

の
規
定
に
よ
る

道
路

令
和
六
年
十

二
月
十
三
日

㈠�　

次
に
掲
げ

る
地
番
の
全

部

　

東
久
留
米
市

幸
町
二
丁
目
七

百
二
十
六
番
三

地
先
、
同
番
四

地
先
、
七
百
三

十
二
番
三
、
七

百
三
十
四
番
、

九
百
三
十
二
番

三
地
先
、
九
百

三
十
三
番
十
一

か
ら
同
番
十
五

ま
で
、
九
百
三

十
四
番
五
、
同

番
五
地
先
、
九

百
三
十
五
番
四
、

千
二
十
二
番
十

三
、
千
二
十
七

番
三
、
千
二
十

八
番
十
一
、
同

番
十
二
、
同
番

十
四
か
ら
同
番

十
八
ま
で
、
千

二
十
九
番
五
、

同
番
七
、
千
三

十
番
六
、
同
番

七
、
同
番
七
地

先
、
千
三
十
一

番
三
、
千
三
十

二
番
十
四
か
ら

同
番
十
八
ま
で
、

千
四
十
一
番
十

二
か
ら
同
番
十

四
ま
で
、
千
四

延
長

五
一
九
・
九
四

幅
員

　

一
六
・
〇
〇

告
　
　
　
示

○
建
築
基
準
法
に
よ
る
道
路
の
指
定
（
二
件
）
…
…
…
…
…

　

…（
都
市
整
備
局
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
開
発
指
導
第
二
課
）…�

一

○
港
湾
施
設
の
変
更
…
…
…
…（
港
湾
局
港
湾
経
営
部
経
営
課
）…�

二

○
港
湾
施
設
の
供
用
中
止
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…�
三

○
東
京
都
立
海
上
公
園
の
区
域
及
び
面
積
の
変
更
…
…
…
…

　

…
…
…
…
…
…
…
…
…（
港
湾
局
臨
海
開
発
部
海
上
公
園
課
）…�

三

規
　
　
　
則
（
人
）

○
初
任
給
、
昇
格
及
び
昇
給
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改

　

正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…�

四

告
　
　
　
示

◉
東
京
都
告
示
第
七
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
。
以
下
「
法
」

と
い
う
。
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

お
り
道
路
を
指
定
し
た
。

な
お
、
関
係
図
書
は
、
東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
に
備
え
置

い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
七
年
一
月
九
日

　
　
　
　
　
　

東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
長

茂　

木　

竜　

一

▷

日
刊
（
日
曜
日
、
土
曜
日
、
休
日
休
刊
）
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�

る
地
番
の
一

部

　

東
村
山
市
久

米
川
町
一
丁
目

十
番
二
、
同
番

三
、
十
六
番
三
、

同
番
五
、
同
番

十
八
、
同
番
三

十
一
、
同
番
三

十
二
、
同
番
四

十
五
、
同
番
五

十
九
、
二
十
番

一
、
同
番
三
、

同
番
六
、
同
番

七
、
同
番
二
十

三
、
同
番
二
十

八
、
同
番
三
十

八
、
同
番
三
十

九
、
同
番
四
十

一
、
同
番
四
十

七
、
同
番
四
十

八
、
同
番
五
十

一
、
四
十
七
番

二
、
四
十
八
番

九
、
同
番
十
、

同
番
二
十
七
、

同
番
三
十
三
、

同
番
三
十
七
、

四
十
九
番
一
、

同
番
二
、
同
番

六
、
同
番
二
十

四
、
同
番
三
十

五
、
同
番
三
十

九
か
ら
同
番
四

十
一
ま
で
、
同

番
四
十
三
、
五

十
一
番
一
、
五

十
二
番
四
十
九

◉
東
京
都
告
示
第
九
号

指
定
に
係
る
道

路
の
種
類

指
定
年
月
日

指
定
に
係
る
道

路
の
位
置

指
定
に
係
る
道

路
の
延
長
及
び

幅
員
（
単
位
メ

ー
ト
ル
）

法
第
四
十
二
条

第
一
項
第
四
号

の
規
定
に
よ
る

道
路

令
和
六
年
十

二
月
十
六
日

㈠�　

次
に
掲
げ

る
地
番
の
全

部

　

東
村
山
市
久

米
川
町
一
丁
目

十
番
二
地
先
、

十
五
番
十
三
か

ら
同
番
十
七
ま

で
、
十
六
番
一
、

同
番
四
十
六
、

同
番
七
十
、
同

番
八
十
九
か
ら

同
番
九
十
二
ま

で
、
十
七
番
三

十
一
、
二
十
番

四
十
二
、
同
番

四
十
三
、
同
番

四
十
五
、
同
番

五
十
五
か
ら
同

番
六
十
二
ま
で
、

四
十
七
番
七
か

ら
同
番
十
ま
で
、

同
番
十
九
か
ら

同
番
二
十
二
ま

で
、
同
番
四
十

三
か
ら
同
番
四

十
五
ま
で
、
四

十
八
番
四
十
五
、

同
番
四
十
七
、

同
番
七
十
か
ら

同
番
七
十
五
ま

で
、
四
十
九
番

四
十
八
、
五
十

一
番
六
、
五
十

二
番
五
十
七

㈡�　

次
に
掲
げ

延
長

五
七
三
・
〇
七

幅
員

　

一
六
・
〇
〇

三
十
二
番
二
、

七
百
三
十
三
番

一
、
同
番
二
、

七
百
三
十
七
番

一
、
九
百
三
十

二
番
一
か
ら
同

番
三
ま
で
、
九

百
三
十
三
番
二
、

同
番
六
、
同
番

九
、
同
番
十
、

千
二
十
七
番
二
、

千
二
十
八
番
二
、

千
二
十
九
番
一
、

千
三
十
八
番
三
、

千
四
十
番
三
、

千
四
十
一
番
六
、

千
四
十
二
番
一
、

幸
町
五
丁
目
九

百
四
十
一
番
九
、

同
番
十
三
、
九

百
四
十
二
番
一
、

小
山
四
丁
目
七

百
二
十
番
、
七

百
二
十
四
番
、

七
百
二
十
五
番
、

七
百
二
十
八
番
、

千
六
十
九
番
一

◉
東
京
都
告
示
第
八
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
。
以
下
「
法
」

と
い
う
。
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

お
り
道
路
を
指
定
し
た
。

な
お
、
関
係
図
書
は
、
東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
に
備
え
置

い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
七
年
一
月
九
日

　
　
　
　
　
　

東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
長

茂　

木　

竜　

一
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令
和
七
年
一
月
九
日東

京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

一　

区
域　

別
図
の
と
お
り

二　

面
積　

変
更
前　

一
九
、
九
五
九
・
九
五
平
方
メ
ー
ト
ル

　
　
　
　
　

変
更
後　

一
九
、
九
五
〇
・
九
二
平
方
メ
ー
ト
ル

三　

変
更
年
月
日　

令
和
七
年
一
月
十
日

東
京
都
港
湾
管
理
条
例
（
平
成
十
六
年
東
京
都
条
例
第
九
十
三

号
）
第
五
条
の
規
定
に
よ
り
、
港
湾
施
設
の
規
模
を
次
の
と
お
り
変

更
す
る
。

令
和
七
年
一
月
九
日東

京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

種
類

名
称

規　
　

模

所
在
地

変
更
年

月
日

変
更
前

変
更
後

港
湾

施
設

用
地

大
井
ふ

頭
そ
の

二
地
区

港
湾
施

設
用
地

一
九
二
、

五
五
三
・

八
七
平
方

メ
ー
ト
ル

一
九
二
、

五
六
二
・

九
〇
平
方

メ
ー
ト
ル

大
田
区
城
南

島
一
丁
目
、

同
区
城
南
島

二
丁
目
、
同

区
城
南
島
三

丁
目
、
同
区

城
南
島
五
丁

目
、
同
区
城

南
島
六
丁
目

及
び
同
区
城

南
島
七
丁
目

令
和
七

年
一
月

十
日

◉
東
京
都
告
示
第
十
号

東
京
都
港
湾
管
理
条
例
（
平
成
十
六
年
東
京
都
条
例
第
九
十
三

号
）
第
五
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
港
湾
施
設
の
供
用
を
中
止
す
る
。

令
和
七
年
一
月
九
日東

京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

種
類

名
称

所
在
地

中
止
期
間

船
舶
給

水
施
設

運
搬
給

水
施
設

品
川
区
八
潮
一
丁

目
一
番
三
号
地
先

令
和
七
年
一
月
十
日
か
ら

同
年
四
月
六
日
ま
で

◉
東
京
都
告
示
第
十
一
号

東
京
都
海
上
公
園
条
例
（
昭
和
五
十
年
東
京
都
条
例
第
百
七
号
）

第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
東
京
都
立
城
南
島
緑
道
公
園
の

区
域
及
び
面
積
を
次
の
と
お
り
変
更
す
る
。

既開園区域

今回廃止区域

東東京京都都立立城城南南島島緑緑道道公公園園 別別図図
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試
験

（選
考

）欄
の
区
分
が
経
験
者
の
者
の
う
ち
、
職
務
の
級
１
級
の
適
用
を
受
け
る
も
の
に

対
す
る
こ
の
表
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

⑴　
職
種
欄
の

「事
務

」の
区
分
の
適
用
を
受
け
、
経
験
年
数
起
算
表
に
お
け
る

「大
学
専
攻
科

卒
等

」の
区
分
の
適
用
を
受
け
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
初
任
給
の
欄
中

「１
級
45号

給

」と
あ

る
の
は

「１
級
44号

給

」と
、
職
種
欄
の

「事
務

」の
区
分
の
適
用
を
受
け
、
経
験
年
数
起
算

表
に
お
け
る

「修
士
課
程
修
了
等

」の
区
分
の
適
用
を
受
け
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
初
任
給
の

欄
中

「１
級
45号

給

」と
あ
る
の
は

「１
級
43号

給

」と
す
る
。

⑵　
職
種
欄
の

「福
祉

」又
は

「技
術

」の
区
分
の
適
用
を
受
け
、
経
験
年
数
起
算
表
に
お
け
る

「大
学
専
攻
科
卒
等

」の
区
分
の
適
用
を
受
け
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
初
任
給
の
欄
中

「１
級

37号
給

」と
あ
る
の
は

「１
級
40号

給

」と
、
職
種
欄
の

「福
祉

」又
は

「技
術

」の
区
分
の

適
用
を
受
け
、
経
験
年
数
起
算
表
に
お
け
る

「修
士
課
程
修
了
等

」の
区
分
の
適
用
を
受
け
る

も
の
に
つ
い
て
は
、
初
任
給
の
欄
中

「１
級
37号

給

」と
あ
る
の
は

「１
級
43号

給

」と
す

る
。

　
　

附　

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

規
　
　
　
則
（
人
）

初
任
給
、
昇
格
及
び
昇
給
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
七
年
一
月
九
日

東
京
都
人
事
委
員
会

◉
東
京
都
人
事
委
員
会
規
則
第
一
号

初
任
給
、
昇
格
及
び
昇
給
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

初
任
給
、
昇
格
及
び
昇
給
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
八
年
東
京
都
人
事
委
員
会
規
則
第
三
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
五
備
考
５
を
同
表
備
考
６
と
し
、
同
表
備
考
４
を
同
表
備
考
５
と
し
、
同
表
備
考
３
の
次
に

次
の
よ
う
に
加
え
る
。

４

�

　
試
験

（選
考

）の
区
分
が
経
験
者
の
者
の
う
ち
、
職
務
の
級
１
級
の
適
用
を
受
け
、
別
表
第
６

イ
行
政
職
給
料
表
㈠
初
任
給
基
準
表
の
職
種
欄
の

「事
務

」の
区
分
の
適
用
を
受
け
る
も
の
の
学

歴
免
許
等
欄
に
掲
げ
る
年
数
は
、
学
歴
免
許
等
に
適
用
さ
れ
る
年
数
に

「大
学
専
攻
科
卒
等

」に

あ
つ
て
は
１
年
を
、

「大
学
４
卒

」、

「短
大
３
卒

」、
「短

大
２
卒

」、

「高
校
専
攻
科

卒

」、

「高
校
３
卒

」、

「高
校
２
卒

」及
び

「中
学
卒

」に
あ
つ
て
は
２
年
を
加
え
た
年
数
と

す
る
。

別
表
第
六
イ
の
項
中

「

事　
　
　
　
　
務

福　
　
　
　
　
祉

技　
　
　
　
　
術

キ
ャ
リ
ア
活
用

２
級

　

25号
給

経
験
者

１
級

　

37号
給

」
を

「

事　
　
　
　
　
務

福　
　
　
　
　
祉

技　
　
　
　
　
術

キ
ャ
リ
ア
活
用

２
級

　

25号
給

事　
　
　
　
　
務

経
験
者

１
級

　

45号
給

福　
　
　
　
　
祉

技　
　
　
　
　
術

経
験
者

１
級

　

37号
給

」
に

改
め
、
同
項
備
考
２
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

発 行
東

京

都

東
京
都
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

電
話

〇
三（
五
三
二
一
）一
一
一
一（
代
）
郵便番号
１６３―８００１
定 価

本
号

円

一
箇
月

円

（
郵
送
料
を
含
む
。）
印刷所
電
話

〇
三（
五
二
七
六
）〇
八
一
一（
代
）
郵便番号
１０１―００５１

三

鈴

印

刷

株

式

会

社

東
京
都
千
代
田
区
神
田
神
保
町
二
丁
目
三
十
二
番
地
一

三
〇

六
、
六
〇
〇


